
豊岡市脱炭素先行地域推進事業補助金

充電設備

（EV普通充電器）

補助金申請の手引き

【問合せ・申請書類等提出先事務局】

豊岡市 コウノトリ共生課 脱炭素推進室

所在地：豊岡市中央町２番４号（市役所本庁舎２階４番窓口）

TEL：0796-21-9136

Mail：ondankaboushi@city.toyooka.lg.jp

令和８年６月時点



１.補助金額

充電設備の補助金額は次のとおりです。

１

補助対象設備
補助率
補助限度額

導入方法 補助限度額

充電設備 補助対象経費の2/3以内 購入 補助上限：26万６千円

２.補助対象設備の要件

主な交付要件は次のとおりです。詳細は国実施要領（別紙１）をご確認ください。

補助対象設備 交付要件

充電設備

①原則として太陽光発電設備から電力供給されること。

②経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け
た充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象と
なる銘柄であること。

～～～充電設備の法定耐用年数～～～

充電設備の法定耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年

大蔵省令第15号）で定める期間となります。詳細は国税庁HPなどをご参照ください。

(国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm )

補助対象設備 法定耐用年数

充電設備 ８年

※設置する機器や事業所により、表の年数に該当しない場合があります。



（１）受付・申請期間

提出書類 提出時の確認事項

交付申請書（様式第１号） ・該当箇所の項目に記載漏れがないか

見積書（明細を含む）の写し
・見積の明細が記載されているか
・氏名と設置所在地が記載されているか
・見積が２者分提出されているか

誓約書（別紙１） ・全ての事項を確認し、誓約書に署名したか

住民票の写し
・申請者の氏名と住所が記載されたものであ

るか
・発行から３カ月以内のものであるか

建物の平面図、断面図等
例：設計図面など

・設備の設置箇所が分かるか

太陽光発電設備から充電することが分
かる図面

例：単線結線図、システム系統図等

・充電設備及び太陽光発電設備を含む配線系
統が示されているか

設置する設備の仕様書
例：カタログなど

・設置する設備の仕様（メーカー、型番、性
能等）がわかるか

※以下、該当する場合に提出が必要となる書類

代理受領事前届出書(様式第11号) ※代理受領制度を利用する場合のみ提出

直近の確定申告書類の写し

※設置対象が事業所の場合のみ提出
・個人事業主は「所得税確定申告書」（第一

表）、法人は「法人税確定申告書」（別表
一）の写し

補助対象地域内に事業所を置くことが
分かる書類の写し

※設置対象が事業所の場合のみ提出
・開業届、営業許可その他各種許認可・指定

等の許可証、登記事項証明書 等

その他市長が必要と認める書類 ※市が提出を求めた場合のみ提出

２

３.交付申請

令和８年７月27日（月）～令和８年12月25日（金）まで

（２）交付申請時の提出書類チェックリスト

交付申請時には、以下の書類の提出をお願いいたします。



（１）実績報告の時期

提出書類 提出時の確認事項

実績報告書（様式第８号） ・該当箇所の項目に記載漏れがないか

支払いを証明できる書類の写し
例：領収書、振込証明書等

・請求書の金額を支払ったことが分かるか

請求書（明細を含む） ・請求金額の明細が確認できるか

補助対象設備の契約日（取引日）、発
注日、購入日等が交付決定通知日以降
であることを確認できる書類の写し

・契約日（取引日）、発注日、購入日等が、
交付決定より後の日付であるか
例：契約書、請書、発注書等

（交付決定前の契約、購入は、交付対象外と
なります。）

補助対象設備の設置前、施工中、設置
後の写真

・設置前、施工中、設置後の設備設置箇所を
同じ場所からそれぞれ撮影し、添付してい
るか

・上記とは別に、設置する設備の型式が分か
る写真を撮影し、添付しているか

※参考様式の写真台帳を使用するか、それに
準ずる様式で作成すること

※以下、該当する場合に提出が必要となる書類

代理受領委任状（様式第13号） ※代理受領制度を利用する場合のみ提出

住民票の写し

※申請時に市外居住だった場合のみ提出
・申請者の氏名と住所が記載されたものであ

るか
・発行から３カ月以内のものであるか

設置設備の実際の位置図
例：平面図、設備の設計図など

※交付申請時から変更がある場合のみ提出
・設備の設置場所が分かるか

その他市長が必要と認める書類 ※市が提出を求めた場合のみ提出

３

４.実績報告

工事完了後30日以内又は令和９年２月26日（金）のいずれか早い日

（２）実績報告時の提出書類チェックリスト

実績報告時には、以下の書類の提出をお願いいたします。
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